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八千代市教育委員会会議録 

令和元年度第１１回定例会 

 

１ 日 時     令和２年２月５日（水） 

開  会     午後１時３０分 

閉  会     午後２時３７分 

 

２ 場 所     教育委員会庁舎大会議室 

 

３ 出 席 者         

教 育 長         小 林 伸 夫 

委 員         石 井 伸 一 

委 員         須 堯 福 美 

委 員         佐 藤 志 津 

委 員         川 嶋 一 永 

（説明員） 

   教 育 次 長    吉 村 昌 彦 

   （ 学 校 担 当 ） 

   教 育 次 長    林  雅 也 

   （ 社 会 教 育 担 当 ） 

   教 育 委 員 会 参 事   蕨  茂 美 

   （ 文 化 財 担 当 ） 

   教 育 総 務 課 長   島 津 俊 明 

   学 務 課 長   長 島 秀 一 

   少 年 自 然 の 家 所 長   平 山 昌 広 

   指  導  課  長   嶺 岸 秀 一 

   教 育 セ ン タ ー 所 長   村 上 恒 和 

   適応支援センター所長   内 藤 俊 夫 

   保 健 体 育 課 長   加 藤 英 昭 

   学校給食センター所長   松 井 達 彦 

   文化・スポーツ課長   春 田 泰 宏 

   文化・スポーツ課主幹   森  竜 哉 
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   文 化 伝 承 館 長   常 松 成 人 

   郷 土 博 物 館 長   清 藤 一 順 

（書記） 

   教 育 総 務 課 主 査   足 谷 素 子 

   教育総務課主任主事   前 田 の ぞ み 

 

４ 開 会 

○小林教育長 ただいまから，定例教育委員会を開会いたします。八千代市

教育委員会会議規則第２０条の２の規定により，議事の進行を行う委員の指

名を行います。教育長において，佐藤委員を指名いたします。佐藤委員，よ

ろしくお願いいたします。 

 

５ 会議録署名人の指定 

 ○佐藤委員 それでは，会議録署名人の指定を行います。小林教育長のほか

に，須堯委員にお願いしたいと思います。 

 ○須堯委員 はい。 

 

６ 前回会議録の承認 

○佐藤委員 次に，令和元年度教育委員会第１０回定例会会議録の承認につ

いて，質疑ございませんか。 

質疑なしと認めます。 

では，お諮りいたします。令和元年度教育委員会第１０回定例会会議録を

承認することに，御異議ございませんか。 

御異議なしと認め，令和元年度教育委員会第１０回定例会会議録は承認さ

れました。 

次に，教育長報告をお願いいたします。 

 

７ 教育長の報告  

○小林教育長 令和２年八千代市議会第１回臨時会について御報告いたし

ます。会期は，１月１６日の１日でございました。提出議案は，固定資産評

価審査委員会委員と監査委員の選任についての２件で，原案のとおり同意さ

れました。 
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また，議長及び副議長から辞表が提出されたことに伴いまして，議長選挙

及び副議長選挙が行われました。新たな議長に木下映
うつ

実
み

議員，副議長に小澤

宏
こう

司
じ

議員が選任され，午後８時３０分に閉会いたしました。以上で報告を終

わります。 

○佐藤委員 ただいまの教育長報告につきまして，質問ございませんか。 

 質問なしと認めます。 

○佐藤委員 それでは，議事に入る前にお諮りいたします。本日予定してい

る議事のうち，議案第２号令和元年度八千代市一般会計補正予算(第６号)案

について，議案第３号令和２年度八千代市一般会計予算案について，は，市

長との協議等を必要とする事項に該当するものとし，非公開とすることに御

異議ございませんか。 

御異議なしと認めます。 

出席者全員の議決により，議案第２号及び議案第３号の審議を，非公開と 

いたします。非公開の議事により，議案第２号及び議案第３号の審議を，そ

の他のあとに繰り下げることに御異議ございませんか。 

御異議なしと認め，議案第２号及び議案第３号の審議を，その他のあとに

繰り下げます。これより議事に入ります。 

 

８ 議 事 

○佐藤委員 議案第１号八千代市文化伝承館の設置及び管理に関する条例

施行規則の一部を改正する規則の制定について，を議題といたします。事務

局から，提案理由の説明を求めます。 

○文化伝承館長 議案第１号について御説明いたします。２ページを御覧く

ださい。また，別に一部改正に係る新旧対照表もございますので御参照くだ

さい。 

議案第１号八千代市文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則の一

部を改正する規則の制定について。 

八千代市文化伝承館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則を次のように制定する。 

令和２年２月５日提出，八千代市教育委員会教育長，小林伸夫。 

提案理由といたしましては，文化伝承館の休館日及び開館時間を変更する

ため，規則の改正をいたしたいということでございます。その経緯でござい
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ますが，来年度の文化伝承館の運営につきましては，郷土博物館の管理下に

置いた上で，両館の連携，市の歴史・文化に関する事業展開について再構築

するとともに，経費削減を目指したいと考えたところでございます。これに

伴いまして，文化伝承館の休館日と開館時間の変更が必要となり，規則の改

正の提案に至りました。休館日につきましては，規則第２条第３号に規定さ

れております年末の休館日を，博物館に合わせ，１２月２６日からといたし

ます。また，第４号としまして，条例第４条に規定する業務，すなわち，文

化伝承館の団体の利用や講座の実施などの業務でありますが，これらを実施

しない日も休館といたします。開館時間につきましては，規則第３条に規定

しております午後５時までを，やはり，博物館に合わせ，午後４時３０分ま

でといたします。併せまして，第２条と同様に，団体の利用や講座などの業

務がなければ，４時３０分より前でも閉館できることとしております。説明

は以上でございます。 

○佐藤委員 議案第１号について，質疑を行います。質疑ございませんか。 

 質疑なしと認めます。 

  それでは，お諮りいたします。議案第１号八千代市文化伝承館の設置及び

管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について，これを承

認することに，御異議ございませんか。 

御異議なしと認め，議案第１号は，原案のとおり，承認されました。 

次に，請願第１号学校の設置に係る請願を議題といたします。事務局から，

報告を求めます。 

○教育総務課長 議案書の９ページを御覧ください。 

請願第１号学校の設置に係る請願。 

下記のとおり請願書が提出されましたので，御審査願いたい。 

令和２年２月５日提出，八千代市教育委員会教育長，小林伸夫。 

令和２年１月２３日に阿蘇・米本地域４校ＰＴＡ連絡協議会から「令和４

年４月に現阿蘇中学校の位置に，施設一体型の小中一貫校（義務教育学校）

が開校できるよう強く要望します」との趣旨の請願書が提出されました。八

千代市教育委員会会議規則により，採択又は不採択の審査をお願いいたしま

す。 

○佐藤委員 請願第１号について，御意見ございませんか。 

○須堯委員 今回，請願を提出された方は，４校のＰＴＡの方ですね。これ
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まで，米本南小学校に３校を統合して分離型の小中一貫校を設立するという

方針の説明を受けてきた方々だと思います。この方針に対して，説明会では，

どのような意見があったのでしょうか。 

○学務課長 これまでの説明会や懇談会で出ている御意見について申し上

げます。昨年，７月３０日の第３回地域説明会の後，これまで阿蘇，米本そ

れぞれの地区で１回ずつ，さらに，両地区合同の地域懇談会を２回開催し，

丁寧に保護者や地域の皆様の御意見を伺って参りました。 

その中で，米本小学校や米本南小学校の保護者からは，児童数のことを考

えると学校として危機的状況にあること，これ以上統合に時間を要するので

あれば，上学年と下学年が阿蘇小学校と阿蘇中学校に分かれる形態でも構わ

ないので，とにかく３校を統合してほしい，という御意見がございました。   

一方，阿蘇小学校の保護者からは，将来的に阿蘇中学校の位置に４校を統

合して，義務教育学校としての設立を目指しているのであれば，その時期に

ついて確約がなければ，米本南小学校の位置での分離型の小中一貫校には賛

同できないという御意見，米本南小学校の位置では保護者が子どもの送迎や

運動会の行事等で車を利用することができないのではないかという御意見

を伺っております。 

阿蘇の地域の方からは阿蘇小学校を現在の場所に残して欲しいという御

意見が当初より根強くあるものの，多くの保護者や地域の方からは，義務教

育学校への期待とともに子どもたちのことを考えると米本南小学校の改修

費用を阿蘇中学校の位置に４校を統合する改修費用に充て，はじめから一体

型の義務教育学校として開校したほうがよいという声があがっておりまし

た。 

○石井委員 １年前に阿蘇中学校での一体型一貫校が難しいということで，

分離型に変更しました。請願では，保護者は阿蘇中学校の位置での一体型を

望んでいますが，以前の形態のままの一体型では難しいと思います。その辺

はどうなのでしょうか。 

○学務課長 当初の計画では，小学校用体育館を設置し，さらに，将来的に

増加が見込まれる，もえぎ野地区の児童生徒数を勘案した普通教室，特別教

室の増築棟を建設することを計画しておりました。しかし，もえぎ野複合業

務地区の地区計画が変更されまして，総戸数が８３４戸から３５３戸に縮小

され，残りの販売数は５２戸です。２・３年のうちに完売を目指すとの情報
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を得ております。このため，将来的な児童生徒数も減ることが予想されます。

また，特別教室，小学校用の体育館につきましても，阿蘇中学校の既存の施

設で小中が共用できないか，ということの可能性について確認しているとこ

ろです。 

○川嶋委員 当初，一体型一貫校として８億円くらいかかるとの積算で，そ

れが無理なので，分離型に変更したというのが一つの理由だったと記憶して

います。今，説明された既存の阿蘇中学校の施設を利用した形での一貫校で

あれば，費用も８億円よりも少なくなるのではないでしょうか。どのくらい

の費用になるか積算していますか。 

○学務課長 現在，進めております施設分離型の小中一貫校については，米

本南小学校の改修費を約３億円と試算し，説明会等でも説明しております。

既存の阿蘇中学校の施設を利用した施設一体型の一貫校がその額と比較し，

どの程度かかるのか，ということについて，現在，関係部局と連携しながら

試算をしているところです。 

○川嶋委員 予算面，大変だと思います。令和４年４月開校予定には期間も

ないので，できるだけ早めに関係部局と金額を出してもらいたいと思います。 

○佐藤委員 私からも一つ，前回の方針変更で，通学時の安全確保，小中学

生が一緒に学校生活を送る際の保護者の不安も理由としてあがっていたと思

います。この問題に対応できるのかが心配ですがどうですか。 

○学務課長 それらの点につきましても，阿蘇中学校の教室の状況，通学路

の再点検，通学支援バス等について，財政面と同様，現在，関係部局と連携

しながら確認中でございます。 

○佐藤委員 わかりました。続けて，この請願は教育委員会だけに出されて

いるのでしょうか。 

○学務課長 市長にも同様の要望書が提出されております。 

○川嶋委員 市長の方にも要望書が出されたこと，教育委員会に請願が出さ

れたことを事務局はどのように受け止めていますか。 

○吉村教育次長 これまでの地域説明会や懇談会での御意見，さらに，今回，

４校のＰＴＡから市長への要望とともに，教育委員会への請願が提出されま

したことを重く受け止め，子どもたちの教育環境を早期に整えるべく，今後

の対応について慎重に検討してまいりたいと考えております。 

○佐藤委員 御意見はございますでしょうか。 
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○石井委員 教育委員として，今回，４校のＰＴＡから合同で，市長への要

望，教育委員会への請願が提出されたことは重く受け止めなければなりませ

ん。ただし，今回の請願内容については，費用の面，通学時の安全の面，小

中学生が一緒に学校で過ごすことの保護者の不安など確認し，解決しなけれ

ばならないことがあります。事務局で現在，保護者が望む阿蘇中学校の位置

での一体型一貫校の可能性について確認中とのことなので，継続審査として

はどうでしょうか。 

○佐藤委員 ただいま継続審査という意見がありましたので，これについて

お諮りいたします。請願第１号について，継続審査とすることに，賛成の委

員の挙手を求めます。 

 挙手全員であります。よって請願第１号は，継続審査と決定されました。 

続きまして，その他について，各所属からお願いします。 

 

９ そ の 他  

○学務課長 八千代市学校適正配置検討委員会と八千代市通学区域審議会

の開催について御報告させていただきます。 

始めに，第２回学校適正配置検討委員会について報告いたします。１月  

２４日，金曜日に令和元年度第２回八千代市学校適正配置検討委員会を開催

いたしました。委員１７名中１３名が出席し，１点目に高津・緑が丘地域に

おける高津中学校への入学者数の現状と今後の見通し，２点目に，八千代市

における小中一貫教育の方向性について審議いたしました。１点目につきま

しては，住民票上の推計では，現在のところ高津中学校での対応が可能であ

るが，開発に伴う児童生徒数の状況については，関係部局と連携し，今後も

注意深く観察していくことを確認いたしました。２点目につきましては，委

員が３つのグループに分かれ，本市の小中一貫教育に必要な視点について活

発な意見交換がなされました。いただいた意見をもとに，次年度の報告に向

け，審議を継続していく予定でございます。 

 続いて，翌週の３１日，金曜日に開催いたしました本年度第４回通学区域

審議会について報告いたします。当日は，委員１０名中９名が出席し，現在，

許可学区とし，令和３年度よりみどりが丘小学校から新木戸小学校へ通学区

域が変更となる地域に居住する未就学児の対応及び継続審議となっておりま

す，はぐみの杜の中学校通学区域について審議いたしました。両事案ともに，
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地域の実情を十分勘案し，現地視察等も再度実施しながら，次年度の答申に

向け，経過措置等について更に審議を継続していくことを確認いたしました。

以上でございます。 

○教育委員会参事 八千代市生涯学習審議会と八千代市図書館協議会につ

いて御報告いたします。 

始めに，２月３日，月曜日に開催しました令和元年度八千代市生涯学習審

議会について御報告いたします。出席委員は９名中８名で，傍聴者はおりま

せんでした。議事といたしましては２点で，１点目は，「第２期生涯学習推

進計画に係る進捗状況調査の報告について」として，第２期生涯学習推進計

画の平成３０年度の進捗状況の報告，２点目は「その他」として，次期生涯

学習基本構想・生涯学習推進計画の策定についての説明等をいたしました。

委員からは，社会教育，生涯学習においては，量的な面だけでなく，質的な

面も重要であることから，次期生涯学習推進計画について，内容に運営面で

の改善や教育（学習）目標の達成状況等を意識して盛り込むよう，提案をい

ただきました。また，現在の生涯学習推進計画の報告資料や次期生涯学習推

進計画について，フレームの変更や記載方法などに提案をいただくなど，貴

重な御意見を多くいただくことができました。今後の生涯学習の推進へ役立

ててまいりたいと考えております。令和２年度は，３回の開催を予定してお

ります。 

 続きまして，１月２８日，火曜日に開催しました令和元年度八千代市図書

館協議会について御報告いたします。出席委員は１０名中９名で，傍聴者は

１名でした。議事といたしましては，議題が３点で，１点目は，図書館協議

会委員長及び副委員長の選出について，２点目は，令和元年度事業（上半期）

の報告について，３点目は，令和２年度事業計画（案）についての報告・説

明等をいたしました。委員からは，「団体貸出は，学校からの要請が少ない

のではないか」，「図書館と学校の校長先生との連携はあるが，図書館司書

との連携も必要ではないか」，「事業報告では，予算以外は上半期だけの報

告であるため，年間を通しての報告もしてほしい」などの多くの御意見・御

要望をいただきました。今後の図書館の運営へ役立ててまいりたいと考えて

おります。次回の審議会は，令和２年夏頃の開催を予定しております。以上

でございます。 

○文化・スポーツ課主幹 ２月４日，火曜日に開催しました本年度第２回目
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の文化財審議会について御報告いたします。出席委員は８名中６名で，傍聴

者はおりませんでした。議事といたしましては３点で，１点目は文化財班，

郷土博物館，文化伝承館における本年度４月から１２月までの事業報告，２

点目は，指定文化財の現状報告として，９月１日の「勝田の獅子舞」，同じ

く２３日の「佐山の獅子舞」が実施されたことを報告いたしました。３点目

は文化財調査報告として，新規指定文化財候補として保品の東
とう

栄
えい

寺
じ

に安置さ

れている伝
でん

薬
やく

師
し

如
にょ

来
らい

立
りゅう

像
ぞう

，日光・月
がっ

光
こう

菩
ぼ

薩
さつ

立
りゅう

像
ぞう

，十二神
しん

将
しょう

像
ぞう

及び萱田町の

長
ちょう

妙
みょう

寺
じ

に所在する八百屋お七
しち

のものとされる墓石と過去帳についてこれま

での調査経過を報告いたしました。委員からは，東栄寺仏像群については，

指定文化財候補として，継続した調査をすべき旨指摘がありました。また，

長妙寺お七の墓石等についても，史実に基づく内容であるか疑問点はあるが，

文化財の分類として史跡ではどうかとの意見が提出され，継続調査との結論

を得ました。来年度１回目の審議会は，令和２年７月頃を予定しております。

以上です。 

○指導課長 指導課からは，３点御報告いたします。資料１を御覧ください。 

第６４回こども県展の入賞作品，特別賞・特選・準特選・入選・佳作を集め

た市内展が１月１６日から１９日までオーエンス八千代市民ギャラリーで開

催されました。会場には，７９５点の作品が展示され，会期中に２，９０３

名の参観者がありました。 

次に，小中学校特別支援学級合同作品展について御報告します。資料２を

御覧ください。去る，１月２４日から２８日までの２７日の休館日を除く，

４日間にわたり，オーエンス八千代市民ギャラリーにおいて，市内小中学校

特別支援学級合同作品展が行われました。小中学校合わせて，１，１９９点

の作品が出品され，多くの保護者や市民の方が参観に訪れました。 

続いて，特別支援教育講演会について，御報告いたします。資料３を御覧

ください。合同作品展が行われていた１月２５日，土曜日に，特別支援教育

講演会がオーエンス八千代市民ギャラリーで行われました。前半は「特学か

らの声」として，米本南小学校と村上東中学校特別支援学級の子どもたちが

作品展や学校生活について紹介する場面があり，「ハンドベルサークルすず

らん」による音楽交流とあわせ，温かな雰囲気に包まれました。後半は，東

京女子医科大学八千代医療センター小児科医師，林
はやし

北
きた

見
み

先生による「発達障

害のある子どもと医療」のテーマで講演がありました。以上でございます。 
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○保健体育課長 保健体育課から，御報告いたします。千葉県中学校新人体

育大会についてです。個人戦及び団体戦の結果は，資料４のとおりです。八

千代市予選を勝ち抜いた各種目の個人や代表校が県大会に参加し，個人３種

目，団体３種目で上位の成績を収めることができました。個人の部では，水

泳で，村上中学校，渡辺 響
きょう

介
すけ

君が１００ｍバタフライ，２００ｍ個人メドレ

ーで優勝のほか，剣道，陸上で上位の成績を収めております。 

また，団体の部では，八千代松陰中学校，女子硬式テニスで優勝のほか，

男子硬式テニス，男子バスケットボール，女子卓球で上位入賞を果たしてお

ります。以上です。 

○教育委員会参事 私から２点御報告させていただきます。 

まず，八千代市立図書館の臨時休館について御報告いたします。八千代市

立図書館において，現在稼働しております図書資料総合管理システムが，令

和２年３月末で契約が終了となりますことから，新システムへの入れ替えを

予定しております。本システムを停止いたしますことから，資料の貸出，閲

覧，予約，図書館ホームページの閲覧などが出来なくなりますので，八千代

市立図書館管理運営規則第４条の規定により，市内の図書館５館を臨時休館

といたしたいと考えております。休館の期間は，令和２年３月２０日から４

月２日までの１４日間の予定でございます。利用者へは，広報やちよ２月１

５日号及び市や図書館のホームページにてお知らせいたします。 

 続きまして，八千代市立図書館ボランティアについて御報告いたします。

八千代市立図書館では，現在，絵本の読み聞かせや布絵本の作製などボラン

ティアの方々が活躍しております。こうしたボランティア活動は，自己啓発・

自己実現を図る生涯学習の場を提供するとともに，市民同士の交流の機会の

場ともなっております。今後，国際化や情報化が進む社会において，多様化

する市民ニーズに応えていくためにも，ボランティアの方々との協働をより

一層促進し，図書館サービスを充実させていくことが重要となってきますの

で，八千代市立図書館ボランティア受入実施要綱を定め，推進を図ってまい

ります。以上でございます。 

○佐藤委員 その他の報告について，質問ございませんか。 

 

○佐藤委員 それでは，これより，非公開の議事となります。 
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（注：以下は当初非公開。３月２５日定例会で公開を議決） 

 

10 議 事 

○佐藤委員 議案第２号令和元年度八千代市一般会計補正予算(第６号)案

について，を議題といたします。事務局から，提案理由の説明を求めます。 

○教育総務課長 議案第２号令和元年度八千代市一般会計補正予算（第６号）

案について。 

令和元年度八千代市一般会計補正予算（第６号）案を下記のとおり市長に

申し出ることについて，御承認願いたい。 

令和２年２月５日提出，八千代市教育委員会教育長，小林伸夫。 

  補正予算の内容を御説明いたします。別紙を御覧ください。 

今回の補正予算は，令和元年度八千代市一般会計補正予算（第６号）のう

ち教育委員会所管分として，歳入において，３８１，５４７千円，歳出にお

いて，４４９，８２４千円を追加するものです。歳入について御説明いたし

ます。４ページを御覧ください。１番と２番については，学校施設環境改善

交付金の小学校費分，５０，１９８千円，中学校費分，８０，９０２千円を

それぞれ追加するものです。内容は，大和田西小学校，村上中学校，東高津

中学校の校舎トイレ改修工事及び令和２年度小学校の学級数増加に伴う普通

教室等空調設備整備に係る国庫補助金の追加でございます。３番については，

民間開発等に伴う埋蔵文化財調査の協力金１２，６５３千円の減額でござい

ます。また，４番と６番についても，学校施設環境改善交付金の対象となる

学校校舎トイレ改修工事及び空調設備整備の財源となる大規模改造事業債，

いわゆる市債の借り入れでございます。小学校費分，８７，１００千円，中

学校費分，１６０，５００千円を追加するものです。５番と７番については，

公立学校施設災害復旧事業債の小学校費分，１１，１００千円，中学校費分，

４，４００千円をそれぞれ追加するものです。内容は，台風１５号による小

中学校の被害の復旧工事の財源となる市債の借り入れでございます。 

続いて，歳出について御説明いたします。５・６ページを御覧ください。

１番から３番までは，小学校施設整備事業で１６９，２９６千円を追加する

ものです。内容は，大和田西小学校校舎トイレ改修工事請負費及び令和２年

度学級数の増加に伴う普通教室等空調設備整備に係る公有財産購入費の追加

並びに米本南小学校校舎トイレ改修工事実施設計業務委託料の減額でござい
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ます。４番は，中学校施設整備事業で２９６，３３４千円を追加するもので

す。内容は，村上中学校及び東高津中学校校舎トイレ改修工事請負費でござ

います。５番から１３番までは，民間開発等埋蔵文化財調査事業の費用を  

１２，６５３千円減額するものです。１４番は，給食センター調理場建設事

業で減額するものです。東八千代調理場ＰＦＩ事業実施支援業務委託料の入

札の差額３，１５３千円を減額するものです。 

７ページ，上段「繰越明許費補正」を御覧ください。１番と２番は，歳出

の２番から４番で説明しました大和田西小学校，村上中学校，東高津中学校

の校舎トイレ改修工事及び令和２年度小学校の学級数増加に伴う空調設備の

整備の事業実施は翌年度となりますので，繰越明許費を設定するものです。   

中段「債務負担行為補正」を御覧ください。１番は，少年自然の家バス運

行管理業務委託で設定したものでありますが，令和２年度から少年自然の家

が休止されることから債務負担行為を廃止するものです。 

下段「地方債補正」を御覧ください。１番から４番までは，先ほど４ペー

ジ歳入の説明をさせていただいた，４番から７番までの市債の内容と同様で

ございます。説明は以上です。 

○佐藤委員 議案第２号について，質疑を行います。質疑ございませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 それでは，お諮りいたします。議案第２号令和元年度八千代市一般会計補

正予算(第６号)案について，これを承認することに，御異議ございませんか。 

  御異議なしと認め，議案第２号は，原案のとおり，承認されました。 

次に，議案第３号令和２年度八千代市一般会計予算案について，を議題と

いたします。事務局から，提案理由の説明を求めます。 

○教育総務課長 議案第３号令和２年度八千代市一般会計予算案について。 

令和２年度八千代市一般会計予算案を下記のとおり市長に申し出ることに

ついて，御承認願いたい。 

令和２年２月５日提出，八千代市教育委員会教育長，小林伸夫。 

最初に，別紙の「令和２年度八千代市一般会計予算案概要」により，私か

ら概要を説明し，続いて，「令和２年度八千代市一般会計予算附属資料（教

育委員会所管分）」により，各所属長から予算説明をいたします。別紙「予

算案概要」の４ページを御覧ください。令和２年度八千代市一般会計予算の

うち教育委員会所管分として，歳入は使用料，国庫補助金，使用料収入，雑
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入，市債などで合計１，３６３，７８４千円，昨年度より３０９，２２８千

円の増額です。主な増額の理由は，旧八千代台東第二小学校の解体費用の一

部として借入れる市債３１６，０００千円です。 

２９ページを御覧ください。歳出は，教育総務費，小学校費，中学校費，

社会教育費，保健体育費で，合計４，５４９，３３８千円，昨年度より，    

２８４，７６６千円の増額です。 

３１ページ「債務負担行為」を御覧ください。令和２年度に，新たに債務

負担行為を設定する事業は，小学校外国語教育指導助手派遣，文化及び体育

施設ＬＥＤ照明保守管理業務委託，（仮称）学校給食センター東八千代調理

場整備費の３事業です。債務負担行為で令和３年度以降にわたるものについ

ての支出予定額等に関する調書は，３１ページ下段から３４ページまででご

ざいます。以上が令和２年度教育委員会予算の概要でございます。 

  続きまして，各所属の予算説明になります。最初に教育総務課を説明しま

す。 

  始めに，歳入について御説明します。「令和２年度八千代市一般会計予算

附属資料（教育委員会所管分）」の２ページを御覧ください。以下この資料

を「附属資料」と呼ばせていただきます。増額の大きい主なものとして，先

ほども申し上げましたが，小学校施設整備事業債の増額，３１６，０００千

円です。旧八千代台東第二小学校の校舎，体育館等の解体工事の費用を市債

で行うものです。 

次に，歳出について御説明いたします。１０ページを御覧ください。増減

の大きい主なものとして，教育委員会庁舎管理事業において，庁舎清掃業務

から，床清掃を省き，トイレ清掃のみを委託することによる１，１８０千円

の減額です。小学校と中学校の施設整備事業において実施する雨漏りの大規

模な修繕が必要な村上北小学校及び萱田中学校の屋内運動場屋根改修工事実

施設計委託料３０，３７１千円増，そして，旧八千代台東第二小学校の解体

工事請負費３５１，１１７千円が主な増額でございます。 

また，学校環境整備員が会計年度任用職員に移行し，賃金が職員課予算と

なり，減額となっております。これは，特別支援学級介助員，給食調理員，

公民館一般事務などの臨時職員を任用する全ての課の賃金の予算が同じ理由

で減額となっております。教育総務課所管分の歳入・歳出の概要は以上です。 

○学務課長 学務課所管の予算案につきまして御説明いたします。歳入につ
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きましては，附属資料３ページ上段を御覧ください。小学校補助金，要保護

児童援助補助金は，１８７千円で３８千円の減額，前年度比１６．９％減と

なっております。中学校補助金，要保護生徒援助補助金は，３７４千円で前

年度比６６千円の減額，前年度比１５．０％減となっております。また，小

学校補助金，特別支援教育就学奨励費補助金は，２，４０６千円で，４９４

千円の増額，対前年度比２５．８％の増，中学校補助金，特別支援教育就学

奨励費補助金は，２，１３２千円で３５４千円の増額，対前年度比１９．９％

の増となっております。主な変動の要因は支給予定人数の見直しによるもの

でございます。 

歳出につきましては，附属資料１１ページ上段を御覧ください。学校教育

総務事業は，２，３５４千円で，２，２５１千円の減額，対前年度比４８．

９％減となっております。就学児童援助事業は，２３，５８１千円で，    

２，６３３千円の増額，対前年度比１２．６％の増となっております。また，

就学生徒援助事業は，２８，２５４千円で４９４千円の増額，対前年度比１．

８％の増となっております。主な要因といたしましては，支給予定人数の見

直しと国の来年度予算要求に基づく支給単価の改定を見据えた予算計上によ

るものでございます。以上です。 

○少年自然の家所長 少年自然の家の予算概要につきまして説明いたしま

す。歳入につきまして，附属資料３ページ下段を御覧ください。施設の休止

に伴い，正規職員の駐車場使用料である行政財産使用料，プラネタリウム一

般公開の見学料収入である少年自然の家使用料，宿泊時の食事代を実費で徴

収する少年自然の家給食費収入の予算はございません。 

歳出につきまして，１１ページ下段を御覧ください。少年自然の家運営事

業の予算額は８，１０４千円で，主な内容は，小学校から代替施設となる県

立少年自然の家への送迎を行うためのバス運行管理業務委託料７，００７千

円，宿泊費等の８０６千円となります。前年度より９，５１６千円の減額と

なっております。少年自然の家での宿泊受入や主催事業等の休止，代替施設

による宿泊学習の実施学年を小学校５年生のみとしたことによるものです。

少年自然の家維持管理事業の予算額は１０，５２１千円で，主な内容は，土

地借上料をはじめとする使用料及び賃貸料６，１４９千円，設備の保守点検

等に係る委託料２，１５８千円となります。前年度より１１，３８１千円の

減額となっております。施設の利用がないことから，維持に必要な最低限の
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費用を見積もっていることによるものです。少年自然の家の予算概要は，以

上でございます。 

○指導課長 指導課から，説明させていただきます。附属資料の４ページ上

段を御覧ください。主な歳入においては，教育支援体制整備事業費補助金に

つきまして，理科教育等設備整備費として，小学校費補助金が９９５千円，

中学校費補助金が３９７千円，それぞれ国からの補助金として見込まれます。 

次に，１２ページを御覧ください。主な歳出においては，教育振興事業費

として，今年度予算額６，８９５千円に対して令和２年度は，３２，０７２

千円の予算額で，２５，１７７千円の増額です。また，外国語指導助手派遣

事業では，４４，８６２千円で，７，１３２千円の増額となっています。こ

れは，小学校外国語指導助手の増員分によります。続いて，特別支援教育振

興事業ですが，予算額６６９千円で，今年度と比べますと７２，１１２千円

の減額となっております。主な要因といたしましては，会計年度任用職員へ

移行による介助員・支援員の人件費の減額分です。以上でございます。 

○適応支援センター所長 適応支援センターの予算概要について説明をさ

せていただきます。１２ページ下段を御覧ください。適応支援センター維持

管理事業は，８８７千円の予算で，１３３千円の減になっております。主な

要因は，清掃業務と自家用電気工作物保安管理業務を，包括管理委託とする

ためであります。以上でございます。 

○教育センター所長 教育センターの予算概要について説明いたします。歳

出につきまして，附属資料の１３ページ中段を御覧ください。教育活動調査

研究事業につきましては，予算額３０２千円であり，主な内容は，教育活動

に関する研究，初若年教員の研修を含む教職員の研修等にかかる費用となり

ます。前年度より３，０８８千円の減額となっております。主な要因は、本

年度の教育センター移転に係る工事請負費，光熱水費等の差額となります。

コンピュータ教育事業につきましては，予算額４７４，７８１千円であり，

主な内容は，市内小中学校及び教育関係施設の教育情報ネットワークシステ

ムの運用管理等にかかる費用となります。前年度より９，６９７千円の増額

となっております。主な要因は、保証期間を過ぎた機器の修繕料の増加と各

学校の学級数増減に対応するための教室用電子黒板の移設設定費用となりま

す。小学校コンピュータ教育事業，中学校コンピュータ教育事業につきまし

ては，それぞれ予算額５，０７５千円，２，５４６千円であり，主な内容は，
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市内小中学校におけるプリンタ等の消耗品と各学校でのケーブルテレビによ

るテレビ視聴にかかる費用となります。前年度よりそれぞれ８７４千円，４

５６千円の減額となっております。主な要因は，ケーブルテレビ契約内容変

更に伴う利用料の差額となります。教育センターの予算概要説明は，以上と

なります。 

○指導課長 青少年センターの予算概要について，御説明いたします。附属

資料の４ページ下段を御覧ください。歳入は２５０千円です。これは県から

の青少年補導センター補助金で，前年度と同額です。 

続いて，１３ページ下段を御覧ください。歳出は，２，０７１千円で，前

年度より６５９千円増額しております。歳出の３分の１を占めるのが報償費

で，青少年補導委員への謝金が主なものとなっております。令和２年度は補

導委員の委嘱替えがあり，補導委員手帳等の消耗品の購入があるため増額し

ております。また，一昨年度より公用車の経年劣化による部品交換の修理費

が増えてきたため，今年の５月よりリース契約を結ぶため，物品賃借料が増

額されております。以上で説明を終わります。 

○保健体育課長 保健体育課が所管する主な事業につきまして，御説明申し

上げます。附属資料５ページの歳入を御覧ください。学校給食費収入は，  

８４４，２８９千円，これは単独給食校・学校給食センター合わせた賄材料

の経費として保護者から徴収する給食費です。生徒増により１，７２７千円

の増額です。 

続きまして，歳出となります。１４ページを御覧ください。給食センター

調理場建設事業は東八千代調理場ＰＦＩ事業実施支援業務を実施するための

委託料３，８６７千円と事業者選定委員会の謝金で１３０千円でございます。

以上です。 

○学校給食センター所長 令和２年度予算案のうち，学校給食センター所管

分の概要について説明させていただきます。予算案概要の１ページ，第１５

款，第１項，第１目，第１節（総務管理使用料）及び３ページから４ページ，

第２２款，第５項，第２目，第２節（雑入）を御覧ください。附属資料は５

ページ下段となります。歳入ですが，２，６０８千円を見込んでおりまして，

今年度当初予算比１１９千円の増となっております。内訳としましては，村

上・西八千代両調理場における職員等の通勤車両の駐車場使用に係る行政財

産使用料として２，２２８千円，西八千代調理場の自動検針の実施に伴う通
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信端末消費電力相当費用である法令外負担金として６千円，使用後の食用油

の売却による有価物売払収入として３７４千円となっております。 

続きまして，歳出について説明させていただきます。予算案概要の２８ペ

ージ下段から２９ページを御覧ください。附属資料は，１４ページ下段とな

ります。給食センター業務事業で１，３９１，９１２千円を計上しておりま

す。内容は，村上・西八千代両調理場における学校給食事業の実施に伴う賄

材料の調達，調理・配送，及び施設・設備の維持管理等に要する経費であり

ます。公共施設から排出される廃棄物の収集運搬及び処分に係る枠組み全般

の見直しが行われた結果，現在は資産管理課契約にて処理されている学校か

ら排出される紙類等の一般廃棄物等も含め，学校から排出される廃棄物全般

の処理に係る経費を計上したこと等により，今年度当初予算比２７，９７８

千円の増となっております。学校給食センター所管分の予算案の概要につい

ての説明は以上でございます。 

○教育委員会参事 生涯学習振興課，八千代台東南公民館，八千代台東南公

共センター，中央図書館につきまして御説明させていただきます。 

始めに，歳入予算でございますが，生涯学習振興課が所管する予算案につ

いて御説明いたします。附属資料６ページ上段を御覧ください。総合生涯学

習プラザ使用料につきましては，過去の実績を基に使用料改定による影響を

反映させたものに啓発等による利用促進を促すことを踏まえ，５９，５００

千円を計上しております。他の歳入につきましては，前年度とほぼ同額とな

っております。次に，八千代台東南公民館及び八千代台東南公共センター所

管分につきましては，附属資料６ページ下段から７ページを御覧ください。

八千代台東南公民館所管の緑が丘公民館集会ホール使用料は，過去の実績を

基に算出した額として２，１２６千円を計上しております。他の歳入及び八

千代台東南公共センターの歳入につきましては，前年度とほぼ同額となって

おります。次に，中央図書館所管につきましては，附属資料７ページ下段を

御覧ください。指定管理者のイベント実施による行政財産使用料，ネーミン

グライツ収入など，１，５９９千円を計上しております。 

続きまして，歳出について御説明させていただきます。附属資料１５ペー

ジを御覧ください。青少年交流事業につきましては，他市との交流を通して

青少年の育成を図るもので，釧路市とのスポーツ交流を行っておりますが，

隔年の開催となっていることから令和２年度予算として５，０１７千円を計
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上しております。他の歳出につきましては，前年度とほぼ同額となっており

ます。次に，八千代台東南公民館及び八千代台東南公共センターの所管する

歳出につきましては，附属資料１６ページ上段から中段を御覧ください。公

民館維持管理業務において，施設の老朽化に対し，利用者の安全確保などの

観点から，村上公民館及び児童会館外壁他改修工事の経費１５，８２９千円

を計上するなど１６，２２６千円の増額となっております。次に，八千代台

東南公共センターの所管する歳出につきましては，前年度とほぼ同額となっ

ております。次に，中央図書館の所管する歳出につきましては，附属資料  

１６ページ下段を御覧ください。緑が丘図書館運営管理事業，中央図書館運

営管理事業，勝田台図書館運営管理事業におきましては，指定管理業務委託

費用として，緑が丘図書館が７８，９９２千円，中央図書館が１２７，８１

７千円，勝田台図書館が３６，０４２千円を計上しているほか，中央図書館

管理運営事業では，図書資料総合管理システム運用管理業務委託費用として

２７，７２０千円を計上しております。説明は以上でございます。 

○文化・スポーツ課長 文化・スポーツ課所管のうち，市民文化振興事業，

文化施設運営管理事業，市民ギャラリー運営管理事業，スポーツ推進事業，

体育施設管理事業に関する予算案につきまして，御説明いたします。 

始めに，歳入につきましては，附属資料８ページを御覧ください。平成  

３１年度当初予算全体で９３，０５９千円に対し，次年度当初予算は全体で

９４，９１８千円を見込んでおり，１，８５９千円の増となっております。

主な要因としましては，文化及び体育施設の使用料では消費税に伴う使用料

見直しによる増，千葉県教育振興財団支出金は隔年での助成事業により増，

ネーミングライツ収入では，これまでの契約期間を継続し，令和６年度まで

の期間とするとともに，収入の配分を見直したことにより増となりました。 

続きまして，歳出予算について説明させていただきます。１７ページを御

覧ください。平成３１年度当初予算全体で４６０，７６２千円に対し，   

５１２，８４８千円を計上し，５２，０８６千円の増となっております。事

業別の増減としましては，平成３１年度当初予算と比較し，減となった事業

は，市民文化振興事業での八千代市文化・スポーツ振興財団運営費補助金等

による減，スポーツ推進事業での学校体育施設開放事業の見直し等によるも

のです。 

次に，平成３１年度当初予算と比較して増となった事業は，文化施設運営
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管理事業及び体育施設管理事業での施設に係る光熱水費について，直近１年

間の実績に基づき算出したことによる増，市民ギャラリー運営管理事業での

令和２年度から始まる５年間の指定管理料等によるものとなります。以上で，

私からの説明は終わります。 

○文化・スポーツ課主幹 文化・スポーツ課所管のうち，文化財保護に関す

る予算案につきまして御説明いたします。 

歳入につきましては，附属資料９ページを御覧ください。民間開発等埋蔵

文化財調査協力金が１６，３１１千円で，４，００９千円の減額，対前年度

比１９．７％減となっております。主な要因といたしましては，昨年度まで

の実績等を踏まえ，調査計画を見直した結果，調査規模を縮小したことによ

るものでございます。 

 歳出につきましては，附属資料１８ページを御覧ください。文化財保護普

及事業は，５，５５１千円で，２，２７３千円の減額，対前年度比２９．１％

減となっております。不特定・公共事業埋蔵文化財調査事業は，９，５０４

千円で，７，１９５千円の増額，対前年度比３１１．６％増となっておりま

す。主な要因といたしましては，下高野地区の急傾斜対策事業に係る本調査

の実施によるものです。民間開発等埋蔵文化財調査事業は，９，３３８千円

で，１０，９８２千円の減額，対前年度比５４．０％減となっております。

主な要因といたしましては，歳入で説明しましたとおり，調査計画の調査規

模を縮小したことによるものでございます。以上です。 

○文化伝承館長 文化伝承館が所管する予算案につきまして御説明いたし

ます。文化伝承館が所管する予算案は，歳出のみとなります。附属資料の  

１７ページ下段を御覧ください。本日の議案第１号で申しましたとおり，文

化伝承館は，郷土博物館との統合を計画しておりまして，これにより経費の

削減をしておりますので，４４．２％の減となっております。文化伝承館運

営事業３８２千円で，主な内容としましては，公用車の定期点検に伴う修繕

料，手数料，内部パソコンを郷土博物館に移設するための委託料などの経費

でございます。次に，文化伝承館維持管理事業１，４２４千円で，主な内容

としましては，電気・水道料金などの需用費，機械警備・消防設備点検・樹

木剪定の委託料，土地借用による使用料及び賃借料などの経費となっており

ます。以上でございます。 

○郷土博物館長 郷土博物館に係る令和２年度予算案につきまして御説明
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いたします。 

始めに，歳入についてですが，附属資料９ページ下段を御覧ください。４

件の歳入があり，行政財産使用料は職員の駐車場使用料，法令外負担金は，

館内に設置してある飲み物の自動販売機の電気代を，設置者が負担する経

費，物品設備使用料は，市民の方々への図書等のコピーサービスや古文書講

座に係る資料のコピーに係るもの，有価物売払収入は過去に刊行しました企

画展図録や八千代市の歴史等の販売によるものです。 

次に，歳出についてですが，附属資料１８ページの下段を御覧ください。

郷土博物館予算は，二つの事業からなっております。一つ目は，博物館事業

の実施のため，各種の博物館事務，展示や行事開催に必要な消耗品，ポスタ

ー印刷，講師謝礼などに係る郷土博物館運営事業であり，二つ目は，博物館

の施設・設備の法定点検などのための郷土博物館維持管理事業であります。

令和２年度の郷土博物館事業の予算は，全体では９，３５４千円で，今年度

予算と比べ，４，４３９千円，３２．２％の減額となっております。以上で

郷土博物館の予算説明を終わります。 

○佐藤委員 議案第３号について，質疑を行います。質疑ございませんか。 

 質疑なしと認めます。 

 それでは，お諮りいたします。議案第３号令和２年度八千代市一般会計予

算案について，これを承認することに，御異議ございませんか。 

  御異議なしと認め，議案第３号は，原案のとおり，承認されました。 

 

○佐藤委員 本日の議事は終了いたしました。 

 

11 閉 会 

○小林教育長 以上をもちまして，定例教育委員会を閉会いたします。 

 


